
滞納テナント対策チャート

滞納賃料督促

信頼関係の破壊

テナントとの交渉

明渡訴訟提起

明渡認容判決

明渡についての

和解交渉

強制執行申立

一一一　滞納賃料のみならず、遅延損害金についても請求

相当期間（7～10日）を定めて、滞納金額を弁済
しなければ、催告なしに解除する旨の督促

弁済協定成立 即決和解

2回以上の不履行で
解除する条項を挿入

1

賃貸借継続

任意による物件明渡

執行費用についての目録

強制執行による物件明渡


